
 
 
 
 
 
 
 

「困っている子どもや先生を助け隊！！その①」                     
～子どもへのアセスメントから支援や改善の方策を考える～ 

学校現場の様々な問題行動の背景を探り、解決方法を考えていきます。今回は第一弾として、「授業妨害」と 

「不登校・登校しぶり」を取り上げ、今後いくつかの事例を紹介していきます。皆さんも、吹き出しの空欄 

にあてはまる語句を考えて、解決の方策を探す手がかりとして利用してください！（答えは次のページ） 

 

 

                                      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

                     

ケースⅠ：①理解②衝動③単調④活動⑤できる⑥家庭 

特別号 
平成 24(2012)年９月６日発行 
吹 田 市 立 教 育 セ ン タ ー 
大阪府吹田市出口町２－１ 
ＴＥＬ  0 6 - 6 3 8 8 - 1 4 5 5 
ＦＡＸ  0 6 - 6 3 3 7 - 5 4 1 2 
メール  s-educ@suita.ed.jp�  

 
繋ぐ→支える→発信・リードする教育センター 

さつきらるーむ 

教育センターにおいて毎月第１火曜日・木

曜日に開催。授業に役立つヒントを紹介し

ています。（事前に電話予約が必要です） 

スクールカウンセラー・出張教育相談 
まずは、担任の先生がスクールカウンセラ

ーや出張教育相談員に自分のクラスの子ど

ものことを相談することから始めてみまし

ょう！何気ない子どもとの会話や、教室で

困っていることなど何でもＯＫです！ 

巡回相談 

巡回相談担当者・巡回相談コーディネータ

に学校へ来てもらって、子どもに適した対

応をともに考えてみましょう。まずは各学

校の特別支援コーディネータに相談してみ

ましょう。 

理由を考えましょう 

○ 気がついたら、席 

を立っている。思

ったことをすぐ

に口に出す。 

○ 先生や友達の注

目をひきたい。 

○ 授業がおもしろ

くない。 

○ 先生にわかって

もらいたいこと

がある。 

ケースⅠ「授業を妨害する」 

スクールカウンセラー・出張教育相談の活用術 
《教師が相談してもいいのかな？》 

→相談は、予約が入っていないときであれば、いつでも OK です。スクールカウンセラー・出

張教育相談とも、相談対象は、「子ども」、「保護者」、「教職員」となっています。 

「クラスの子どものこんな行動」、「授業で気になる子どものこと」など、教職員とは異なる臨床心理

士の視点からの見立てを行います。 

《相談できることは、不登校の児童・生徒だけ？》 
→いいえ、不登校だけではありません。「子どもが自分の容姿や性格について悩んでいる」ことで

もかまいません。相談内容は、いじめ・友人関係の悩みから、問題行動や発達障がい、虐待

まで学校生活や家庭で起こりうる様々なことが相談内容となっています。 

《生徒への研修等（ストレスマネジメント等）はしてもらえるのかな？》 
→はい、各学校における課題に対して、臨床心理士の立場から研修を実施することができます。

まずは、ご相談ください。 

《中学校を卒業した後も相談を考える場合はどうしたらいいのかな？》 
  →必要に応じて、来所相談をアナウンスしていきます。来所相談では１８歳までの子どもの相

談も可能です。 

《平成２３年度大阪府スクールカウンセラーの活動状況等に関する調査結果（中学校）》 
○校内研修等の講師を何回されたか  

「４回以上：6.6％、２～３回：13.2％、 １回：40.1％、 していない：40.1％」 

○校内の会議（いじめ・不登校委員会、生徒指導部会やケース会議など）に参加しているか 

「毎週：34.7％、月に１回：11.5％、要請で参加：40.3％、参加していない：13.5％」 

巡回相談の活用術 
 

《こんなアドバイスがもらえます！》 
・「発達上の課題がある」と考えられる子どもに対しての子ども理解と支援方法。 

・通常学級に在籍し、診断が出ている子どもの個別の指導計画・個別の教育支援計画のサポート。 

・特別支援教育の視点から「今、学校でできる校内体制の作り方」 

をともに考えていきます。 

《このようなことをして、ともに考えます！》                  
・ケース会議等に出席して先生方とともに検討します。 

必要に応じて授業参観を行います。  

・教育センターが行った検査（心理・発達）について保護者の依頼と学校園からの要請があった場合、

結果報告を担当教育相談員とともに行い、今後の支援を学校と一緒に考えます。 

《巡回相談の活用は大きく２つ！》  
「子どものことで相談にのってほしい」または「子ども理解のために研修会をしたい」 

以前は先生一人で悩んでいた課題も、現在は学年や学校全体で考えることが定着しつつありま

す。しかし、現在も担任の先生一人で抱え込んでいるケースも少なくありません。 

 「子ども理解を考える」学校体制はありますか？校務分掌はありますか？ 

 大切な一人ひとりの子どものため、熱意ある素敵な先生のため、どうぞ「巡回相談」の有効活用

をしてください。     

          まずは、教育センターへご相談ください！ 

どの子どもにも丁寧でわかりやすい授業とな

り、先生方の「授業力」アップにつながります！ 

希望があれば校園内研

修の講師をします。 

授業を妨害する 

☆立ち歩き 

☆不規則発言 

こんなことが原因かも？ 

・ 教 師 や 友 人 の 話 す こ と を

（ ① ）できていますか？ 

・注意すると反省はするが、また

（ ② ）的にくり返していま

せんか？ 

こんなことが原因かも？ 

・授業が（ ③ ）になっていま

せんか？ 

・子どもたちの（ ④ ）場面は

ありますか？ 

・理解（ ⑤ ）子ども中心の授

業になっていませんか？ 

校内授業研究 
お互いの授業を見ることで今まで見えなか

ったことが見えるように！まずはお互い見

学しあえる環境を！言い合える環境を！ 

こんなことが原因かも？ 

・（ ⑥ ）での会話はできている

のでしょうか？ 

・友人とトラブルになっていませ

んか？ 

・何か悩み事があるのではないで

しょうか？ 

原 因 助 け 隊 問題行動 

理 由 



 

 

                                         

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケースⅡ：⑦つまずいて⑧表面⑨子育て⑩幼い 

新たな不登校を生まない施策を① 
「不登校になった児童生徒に対するケア」の取組だけでは、不登校の減少は期待できない？！ 

なぜか！数字から見ると・・・  

「全国の不登校児童生徒数の推移内訳（国公私立小中学校の合計）」 

平成２０年度末の不登校  126,805 名 

平成２１年度当初の不登校  60,516 名 

減少理由：（中３卒業）：  42,427 名 

（中３以外の学校復帰）：   23,862 名 でスタートするが 

平成２１年度末の不登校   122,432 名 
平成２２年６月及び平成２３年６月発行の文部科学省初等中等教育局児童生徒課 

「生徒指導上の諸問題の現状と文部科学省の施策について」掲載された数字に基づいて計算 

 

不登校児童生徒数は、前年不登校であった中３が卒業し、同じく不登校であった中２以下の一部が

学校復帰することにより、半減しているはずだが、実際には、ほぼ前年と同じ数になっている。こ

れは、減った分とほほ同じ数の新たな不登校児童生徒が生まれたことで、前年並になっています。

ケアに限らず、学校や家庭、本人の努力等の結果、23,862 名が学校復帰した一方で、その 2.5 倍以

上もの新規の不登校児童・生徒が生まれています。「何が問題となっているのか」、「新たな不登校を

生まないためにはどうすべきか」を、皆さんも考えてみてください。 

理由を考えましょう 

○ 授業についていけ

ない。 

○ 友人とのトラブル

がある。 

○ 家庭環境などに課

題がある。 

こんなことが原因かも？ 

・どの段階で（ ⑦ ）いるの

でしょうか？ 

・個に応じた指導になってい 

ますか？ 

幼稚園・小学校・中学校 

子どものつまずきがどこで、得意・不得意

なことは何かを確認します。 

こんなことが原因かも？ 

・（ ⑧ ）的な解決で終わっ

ていませんか？ 

スクールカウンセラー・出張教育相談 
教職員とは異なるスクールカウンセラー

（臨床心理士）の視点から、子どもや保護

者の深層心理が見えてきます。 

こんなことが原因かも？ 

・保護者自身が（ ⑨ ）に悩

んでいませんか？ 

・社会性に乏しく年齢に比べて 

（ ⑩ ）行動を取っていませ

んか？ 

電話・来所相談 

教育センターの相談員（臨床心理士）が保

護者の相談に対応します。子育ての悩みや、

子どもの特性に関する理解、将来への不安

等、長期的展望を持って相談に答えていき

ます。 

ケースⅡ「不登校・登校しぶり」 幼・小連携の活用術 
                            

〈幼・小の連携って具体的に何をすればいいのですか？〉 
→すでに連携されている幼稚園・小学校もありますが、小学校入学前に幼稚園での子どもの情

報を聞くことで、それぞれの子どもに入学後「どのような手立てが必要なのか」が見えてきます。

また、幼稚園と小学校が入学後の子どもの様子・状態を共有することで、子どもへのさらなる

支援がわかってきます。 

              
 

〈小学校からはその情報を誰が聞けばいいのですか？〉 
→全ての先生が聞けるといいのですが、主に現 1 年担当の先生・特別支援コーディネータ・養護教

諭・支援学級担当者・生徒指導主担者等です。様々な角度から子どもの様子を聞くことで子

どもの全体像がより明らかになります。もちろん、情報は全職員で後日、共有していきま

しょう。 

〈実際にどのような取組が行われているのですか？〉 
→幼・小の段差解消のため、幼稚園の園児を小学校に招き入れ、小学校を体験する取組が、

小学校の生活科等の時間を活用して行われています。 

電話・来所相談の活用術 
 

〈どんな保護者に勧めたらいいのですか？〉 
→子育てに悩む保護者全てです。 

「言うことを聞かない」「周りの子に比べて語彙が少ない」 

「落ち着かない」「お腹が痛いとよく言う」など、「どうしたらいいかわからない」と悩んでいる

保護者に勧めてください。 

〈すぐに解決してくれるのですか？〉 
→いいえ、１回で解決するとは限りません。「はじめてしゃべったときはいつなのか」「子どものつま

ずきはいつだったのか」「友だちとのかかわり方はどうだったのか」など生育歴や日頃の様子を確

認しながら、子どもにあった目標や保護者の子ども理解をすすめ、子育てを援助・支援し

ていきます。 

〈電話相談と来所相談の違いは何ですか？〉 
→電話相談は、何回でも相談できますが、そのつど担当相談員が変わります。 

「継続的に相談したい」という保護者であれば、来所相談をお勧めします。来所相談では、相

談員が入れ替わることはなく、必要に応じて検査（心理・発達）や子どもの面接をします。

また、保護者の希望があれば、学校と連携して子どもの見立てや支援方法を共有していき

ます。 

〈平成２３年度吹田市立教育センター 教育相談実施状況（延べ相談回数）〉 
出張教育相談（小学校）：3,748 回  来所相談：3,367 回  電話相談：174 回  

スクールカウンセラー ：5,090 回 

どんな子どもだろう･･･ 

イメージが明確になります 

 「成長したね！」「次の課題は○○ですね」 

「△△に気をつけて見ていきましょう」 

☆不登校 

☆登校しぶり  

問題行動 

理 由 

原 因 助 け 隊 

スクール・ソーシャル・ワーカー 

いじめ・不登校・虐待等、個別課題のある

児童・生徒や保護者の環境整備等の支援を

行います。 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

学校現場の様々な課題の背景を探り、解決方法を考えていくシリーズの第二弾。今回は「問題行動・不登校」「学習」

について取り上げます。学校・園での研修や学年会などで、ぜひ活用ください。 
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繋ぐ→支える→発信・リードする教育センター 

「困っている子どもや先生を助け隊！！その②」 
～問題行動・不登校・学習支援をさまざまな切り口で考える～ 

 茨木少年サポートセンターの活用術 
《立ち直り支援》 
 警察や児童相談所、学校からの紹介のあった子どものうち、体験活動を通じた立直り支援活動が効果的であ
ると判断された子どもに関しては、保護者と連携を取りながら支援活動を行っています。ケースワーカーが子
どもの関心や状況に応じた学習支援、音楽、工芸、料理、スポーツ、奉仕活動等のプログラムや体験活動等を
実施しています。 
 
《継続補導》 
 問題行動を繰り返し、指導が入りにくい子どもに対しては、家庭の協力を得たうえで、 

定期的に学校訪問を実施し、普段の生活態度等についての指導を行ってくれます。 

 
《非行防止・犯罪被害防止教室》 

中学生で生起する問題行動の予防のため、前段階の小学校高学年を対象に、非行や犯罪に対する理解や犯罪

に巻き込まれないための行動啓発をすすめています。サポートセンター職員が各学校に出向き、子ども達に直

接語りかけることを通じて、少年の健全な育成を推進しています。主に小学５年生を対象に、少年サポートセ

ンター「少年育成室」と「育成支援室」職員が連携して、ペープサート（人形劇）などを通じてクラス単位の

授業形式で丁寧に指導・実施しています。 

参考：大阪府ＨＰ「少年サポートセンターとは」 

新たな不登校を生まない施策を②（前回の特別号①に引き続き！） 

「不登校になる前に、不登校になりそうな児童生徒を予見する」 
不登校の予見は困難と思われがちですが、診断や、検査によらない予見が可能です！準備する物は、前年度まで

の出欠状況の記録です。例えば、前年度３０日以上の欠席があった児童生徒は、今年度も休む可能性が高いと考え

られ、休み始めたら即対応を開始した方がよいと判断できます。また、欠席は少ないけれど、遅刻や早退の日数

が８０日を越えている児童生徒も「「「不不不登登登校校校相相相当当当」」」として扱っていきます。 

どのように「初期対応」に役立てるのか！ 

①「不登校経験有り」（不登校・不登校相当）や「不登校経験無し」のように分類していきます。 

②「経験有り」に分類された児童生徒については、一日か二日休んだだけでも教職員が対応できるように準備し

ます。反対に、「経験無し」の場合には、連続して休むようでなければ様子を見ても大丈夫と考えていいでしょう。                         
参考：文部科学省国立教育政策研究所 生徒指導・進路指導研究センター 

「不登校・長期欠席を減らそうとしている教育委員会に役立つ施策に関する Q＆A」 

理由を考えましょう 

○周りに流されやすい。 

○他人から強要される。 

○周囲との関係がうま 

くいかない。 

○善悪の判断等がつき

にくい。 

こんなことが原因かも？ 

・④  関係は良好ですか。 
・何か悩み事があるので

はないでしょうか。 
・⑤    な課題はありま

せんか。 

茨木少年サポートセンター 
少年サポートセンターは、問題行動の原因

を探り、その子どもや問題にあった指導方

法を少年相談専門員等と一緒に考えるとこ

ろです。まずは各学校の生徒指導担当また

は生徒指導主事に相談してみましょう。 

こんなことが原因かも？ 

・①    関係が変化して

いませんか。 
・友人と②     になっ

ていませんか。 
・③    にあっていませ

んか。 
スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ） 
いじめ・不登校・虐待等、個別課題のある

児童・生徒の環境整備等の支援を行います。 

☆他人のものをとる。 

☆親の金を使う。 

☆万引きをする。 

スクールカウンセラー･出張教育相談 
子どもの心理的なケアが必要と考えられる

場合は、スクールカウンセラーや出張教育

相談員に相談してみましょう。 

問題行動 助 け 隊 原 因 

理由 

学校 

家庭 

スクールソーシャル

ワーカー 

相談・ 

調整 

ｱｾｽﾒﾝﾄ 

相談・調整 

ケースⅢ「問題行動」 

ＳＳＷの役割 

子ども 

調整・ 

連携 

関係機関 

調整・連携 

地域 

先生 

ＳＳＷは週１回、中学校ブロック

に勤務しています。気になる子ど

ものケースは、お気軽に担当のＳ

ＳＷにご相談ください!また、スク

ールカウンセラーや出張教育相談

員との綿密な連携も行います! 

スクールソーシャルワーカーの活用術 
《スクールソーシャルワークとは?》 

子どもたちが直面している問題を「人と環境との相互作用」ととらえ、「子どもの最善の利益」のために、福

祉的な視点で、家庭・学校・地域に働きかけ、校内のチームで問題解決や改善を図ります。 

 
《スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）は学校でどんな仕事をしているの?》 

役割分担のひとつとして、生活支援の必要な保護者や要保護児童（虐待通告）の保護者の面談を行います。

担任や生徒指導担当者や管理職等と一緒に保護者にお会いすることもあります。 

ケース会議や校内委員会に参加して、先生方とともにアセスメント（子ども全体に関わる情報収集と分析）

を行います。 

子育て支援室や子ども家庭センター等の関係 

機関と連携し、学校と関係機関との調整を行い 

ます。虐待や性暴力や非行など家庭への介入が 

必要なケースに積極的に関わります。 

小中学校に関わるきょうだいケースは、ＳＳＷ 

が聞き取りをしたり、小中連携ケース会議を開い 

たりします。 

 

ケースⅢ：①交友②トラブル③いじめ④家族⑤発達的



「勉強がしんどい」という言葉をよく聞きますが「勉強がしんどい」

とはどういうことなのでしょうか。それは子どもの課題なのでしょう

か？教員の課題なのでしょうか？さまざまな切り口から考えて見ます 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

大阪の授業ＳＴＡＮＤＡＲＤ 
→授業改善プログラムに取り組みましょう。 
教育センター 教職員研修 

→研究授業・校内研修会を活性化しましょう。 
教育センター・さつきらるーむ 
→授業の組み立て方や指導案の書き方など 
のアドバイスをします。 

「巡回相談」 

・ 支援の必要な子どもに対する手立ての検討

をしましょう。→教育センターだより特別号「困っ

ている子どもや先生を助け隊！！その①」 
人権教育の視点から 

・ クラスの安心ルールを実践し、自分らしく

過ごせるクラス作りをしましょう。 

校内ケース会議・ＳＳＷ・カウンセラーの活用 

・ ケース会議で子どもを不安定にする要因を

検討しましょう。ＳＳＷを活用することに

よって家庭環境の調整・カウンセラーの活

用で児童生徒の情緒の安定を図ります。 

→表面参照 

 

ケースⅣ「勉強がしんどい」 

小中一貫の視点で“学力”を捉えましょう 

・ 学力状況を中学校区単位で検討し、小-中
を縦に見通した一貫カリキュラムを考え

ましょう。 
授業のユニバーサルデザイン化 

・ どの子にとっても理解しやすい授業を創りましょう。 

原因 助け隊 学習の課題 

こんなことが原因かも？ 

・ ⑤     が定着していますか？ 

・ 校種間の⑥    でつまずいて

いませんか？ 

こんなことが原因かも？ 

・ 授業の①    は子どもの理解を 
進める形になっていますか？ 

・ ②    の工夫はできています

か？ 
・ 教員からの一方的な発信ではな

く、児童・生徒が自らが③    た

り、意見を④    できるスタイル

の授業になっていますか。 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

① 現段階でできていることとできていないことを理解し、子どものスタートライン

を確認する。 

② 子どもの持つ“強み”を確認する。 

③ 個々の学力実態・生活背景を把握する。 

④ 学習集団としての質を理解する。 

どの年でも、どのクラスでも、どの学

校でも同じように使える授業案など
ありません。目の前の子どもの実態把
握をしましょう！ 

「教え込み型」 

「1 問 1 答型」 から 

授業スタイルを工夫してみませんか 
① すでに獲得した力を使って課題に立ち向かう。 

② 子どもが持つ強みを利用する。 
③ まずは自分の力を頼りに課題に向き合い→友だち

とつながり、意見を出し合って解決していくという

流れで思考の広がりと深まりを実感させる。 
④ 安心できる教室で多様な考え方を保障する。 

問
題
解
決
型
へ 

吹田市の小中一貫教育は「施設分離型」といわれるもので、めざす柱のひとつに「小中一貫

カリキュラム」があります。中学校ブロック内で共通認識された共通カリキュラムを展開するこ

とで、中学校入学時の段差をなくしたり、先の見通しをつけた教育活動に取り組むことができ

ます。カリキュラムを作る過程でぜひおこないたいのは… 

① 学力学習状況調査等を考察材料として中学校ブロックでの地域的な学力状況を把握する 

② 小・中それぞれ異校種の授業を見ることで、子どもの発達段階や指導の仕方を理解する 

③ 地域の子どもの持つ強みや課題を整理し、小学校卒業、中学校卒業時点でどんな力を持

つかを具体的にイメージする 

また、授業研究、公開授業・研究会を小・中学校だけではなく、ブロック内の幼稚園・保育園

などの就学前教育機関も合同でおこない、授業の基本部分での協議をするのも有効です。

研修・研究にお互いが参加することで、子どもの見方や指導法の共有化することが大きな力

となるからです。 

「教師は授業で勝負する」と昔から言われてきましたが、多面的な力を要求される今に至っても、この基本は変わらない

のではないでしょうか。「勝負できる授業」にするためには地道に日々の授業改善に取り組むこと以外に近道はありま

せん。今からできる授業改善として次のようなことを提案します。 

授業はもっとおもしろくなる！ ～More i n t e re s t i ng  lessons!～  

たとえば… 

自分の授業をビデオ

に撮って見てみよう 

事前研究・模擬授業

を行う 
付箋を使ってポイント

を明らかにする 

Ｓ－Ｔ分析で活動時間の

観点から授業を振り返る 

学年によって見

る観点を決める 
ワークショップ

型の研究会 

・ 教科の内容で教材研究や指導の仕方を深めます。 

・ どの教科であっても、授業としての基本の部分で研究をします。 

勉強が 

しんどい 

□ 

学
習
内
容
が
理
解
で
き
な
い 

□ 

学
習
に
向
き
合
え
な
い 

こんなことが原因かも？ 

・ 本人に⑦   な課題がありま

せんか？ 
・ 教室の⑧    は整っています

か？ 
・ クラスの⑨    としての高ま

りはどうでしょう。 
・ ⑩    学習はできています

か？ 

参考：「大阪の授業 STANDARD」大阪府教育センター 「授業研究ハンドブック」山形県教育センター 「学校力・教師力を高めよう」栃木県教育委員会 

  

「本時のめあて」を教科としての価値を有し、発達段階や系統性を踏まえながら、子ど

もが自分の問題として受け止めるような形にして提示します。やる気や知的好奇心を

引き出すような課題に子どもたちは燃えるのです。 

 

理由を 
考えましょう 

 
 

学
習
の
積
み
重
ね
が
で
き
て
い
な
い 

 

教
員
の
指
導
に
課
題
が
あ
る 

 

本
人
や
環
境
要
因
に
よ
っ
て
学
習
に
集

中
で
き
な
い 

理由 

□にあてはまる言葉 

授業中に出現する児童・生徒〔S〕

の行動と教師〔T〕の行動を30秒ご

とに観点別に記録し、量的側面と質

的側面の両面からみることによっ

て、授業中の児童・生徒と教師の行

動関係がどのように現れているか

を分析するものです。（大阪府教育

センターHP から分析ソフトをダウン

ロードできます。） 
横軸は教師の行動時間、縦軸は児童・生徒の行動時間 

「授業改善のための 授業分析ガイドブック」（神奈川県立総合教育センター）より 

Ｓ―Ｔ授業分析とは 

 

講義型授業に見

られるパターン 

演習型授業に見

られるパターン 


